Y11「請求書」&Y12「開示等請求に関する回答書」
「請求書」
一般社団法人　日本マーケティング・リサーチ協会御中
	請求内容　☑
	□開示　□利用目的の通知　□訂正　□追加　□消去　□削除　□利用停止　
□提供拒否　□第三者提供記録

	（フリガナ）
氏　名
	
	請求日：
２０　　　年　　月　　日

	住　所
	〒

TEL：　　　　　　　　　　　　FAX：

	　個人情報を登録したきっかけ　☑
	□採用応募　　　□入社時　　　□アンケート　　□セミナー応募　□講師登録
□メールマガジン登録　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

	請求の内容
（具体的に）
添付書類：☑
□なし　□あり
	

※訂正の場合は訂正前、訂正後をご記入ください。
※ご本人の確認のため、以下の書類をご提出ください。
・運転免許証、パスポートなどの公的書類の写し
※代理人からのご請求については、下記記載の書類をご提出ください。

	回答連絡希望　☑
	□訪問、□郵送、□FAX　□メールアドレス：
□その他　（　　　　）

	手数料
	無料


・記入された個人情報は、お問い合わせの回答の目的のみに利用致します。
・この用紙に、弊協会がお預かりしている以外の個人情報を記入された場合は、回答後に速やかに削除致します。
・代理人からの開示等の請求の場合は、代理人であることを証明する書類、および代理人に関する以下のいずれかの文書をご提出ください。
a)　運転免許証、パスポート等の顔写真のある公的な証明書の写し（代理人本人の確認のため）
b)　住民票の写し（親権者又は未成年後見人が未成年者の法定代理人の場合（本人及び代理人が共に記載））
c)　登記事項証明書（成年後見人が成年被後見人の法定代理人であることを示す場合）
d)　本人による代理を示す旨の、委任状
・・・・・・・・・　　開示等請求に関する回答書（以下弊協会記入欄）　・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　様
	回答日：
	202 年　月　日
	回答方法： 
	□訪問、□郵送、□FAX　□メール　□その他

	ご本人確認方法
	□ご本人：　　　　　□代理人：□委任状、□ａ　ｂ　ｃ　ｄ　（末尾参照：該当に○）

	回答内容
	

添付文書：□なし　　　□あり：

	対応できない場合の理由
	□登録がありません。　　□ご本人のデータが確認できません。

	
	□法令の規定により特別の手続きが定められています。

	
	例外措置（☑）
	□J.10.1：次ページ(1)の　ａ）、ｂ）、ｃ）、ｄ）

	
	
	□J.10.4：次ページ(2)の　a)、ｂ）、ｃ）、ｄ)、e)

	
	
	□J.10.5：次ページ(3)の　a)、ｂ）、ｃ）

	
	
	□J.10.6：次ページ(4)　訂正等が必要ではない場合（評価等に関する情報など）

	
	
	□J.10.7：次ページ(5)の　a)、ｂ）、ｃ）、d）

	手数料
	無料

	【お問い合わせ窓口】
一般社団法人　日本マーケティング・リサーチ協会
「お問合せ・苦情及び相談受付窓口」
TEL：03-3256-3101　Mail:office@jmra-net.or.jp
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-9　石川LKビル2F
	個人情報保護管理者
	開示等受付担当

	
	
	

	
	20　/　　/
	20　/　　/



＝＝＝＝　以下　弊協会使用欄　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
□回答できない理由
(1)J.10.1の例外措置に相当　（保有個人データではない）
a)　本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b)　違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c)　国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d)　犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

(2) J.10.4の例外措置に相当　（利用目的の通知ができない）
a)　本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b)　JMRAの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
c)　国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
d)　取得の状況からみて利用目的があきらかであると認められる場合
e)  JMRAのホームページに、既に保有個人データの利用目的を公表している。
　https://www.

(3)J.10.5の例外措置に相当　（開示することができない）
a)　本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b)　JMRAの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
c)　法令に違反する場合

(4) J.10.6において、訂正、追加又は削除を行わない場合
a)訂正等が必要ではない場合（評価等に関する情報など）

(5)J.10.7の例外措置に相当　（利用停止等の請求等に応じることができない）
a)　当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合等の理由により、利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき
b)　本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
c)　JMRAの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
d)　法令に違反する場合

■手数料：無料
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